
                         議案第１８号  

 

日立市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日立市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するもの

とする。 

 

      令和  ４  年  ３  月  ２  日提出 

 

                日立市長  小  川  春  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 （提案説明） 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、認定長期優

良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数

料の額を定めるため、本条例を制定するものであります。 
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   日立市手数料条例の一部を改正する条例 

 日立市手数料条例（昭和４６年条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

 別表５その他の表第１０項第１号中「から第１３項まで、第１６項及

び 第 １ ７ 項 」 を 「 、 第 １ １ 項 、 第 １ ３ 項 、 第 １ ４ 項 、 第 １ ７ 項 及 び 第 

１８項」に改め、同表中第２２項を第２３項とし、第１５項から第２１

項 ま で を １ 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 第 １ ４ 項 第 １ 号 中 「 次 項 及 び 第 １ ９ 

項 」 を 「 次 項 及 び 第 ２ ０ 項 」 に 改 め 、 同 号 ア 中 「 第 １ ８ 項 及 び 第 １ ９ 

項」を「第１９項及び第２０項」に改め、同項を同表第１５項とし、同

表 中 第 １ ３ 項 を 第 １ ４ 項 と し 、 第 １ ２ 項 第 １ 号 ア 中 「 第 １ ６ 項 か ら 第 

１ ８ 項 ま で 」 を 「 第 １ ７ 項 か ら 第 １ ９ 項 ま で 」 に 改 め 、 同 号 ウ (ｱ)中

「第１９項まで」を「第２０項まで」に、「第１５項まで、第１８項及

び第１９項」を「第１６項まで、第１９項及び第２０項」に改め、同号

ウ (ｲ)中「第１５項まで、第１８項及び第１９項」を「第１６項まで、

第１９項及び第２０項」に改め、同項を同表第１３項とし、同項の前に

次の１項を加える。 

１２  認定長期優良住宅建築等計画に基づ

く建築に係る住宅の容積率の特例許可

申請手数料 

１件 １６０，０００ 

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。 
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